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王
莽
時
代
の
漆
器
銘
文

　

去
る
一
月
九
日
守
屋
孝
蔵
氏
が
銘
文
を
刻
し
た
漆
器
片
の
寫

鍔
教
種
を
托
逍
し
て
、
其
の
鑑
別
と
文
字
の
称
讃
と
を
求
め
ら

れ
た
。
寫
具
に
添
へ
た
氏
の
書
信
に
依
る
と
、
是
等
の
遺
品
は

朝
鮮
平
壌
附
近
の
漢
楽
浪
郡
時
代
の
古
墳
内
か
ら
出
土
し
た
と

傅
へ
、
現
在
或
る
古
物
商
の
手
に
保
管
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ

る
と
云
ふ
。
早
速
見
て
み
る
に
、
従
来
同
地
か
ら
出
た
銘
文
を

刻
し
た
漆
器
類
と
全
く
同
じ
く
、
而
も
其
の
紀
年
の
示
す
と
こ

ろ
、
初
始
元
年
・
始
建
國
五
年
・
始
建
國
天
鳳
元
年
な
ど
χ
云
ふ

秘
れ
も
王
莽
時
代
に
屈
す
る
も
の
で
、
従
来
例
の
乏
し
い
類
で

あ
っ
た
。
依
っ
て
直
ち
に
是
等
の
憚
讃
に
従
ひ
、
・
幸
に
ほ
ぎ

を
讃
む
こ
と
が
出
来
た
。
以
下
に
其
の
得
た
と
こ
ろ
を
記
し
て

こ
の
珍
ら
し
い
資
料
を
學
界
に
紹
介
し
、
併
せ
て
榔
に
公
に
し

た
「
漢
代
漆
器
紀
年
銘
文
集
録
」
妁
心
貼
瓢
一
）
の
補
遺
と
す
る
。

　

さ
て
吝
具
の
示
す
と
こ
ろ
、
漆
器
は
敦
れ
も
器
地
が
し
っ
か

り
と
し
て
、
割
合
に
保
存
舷
態
は
よ
い
が
、
す
べ
て
破
砕
し
て

梅

　
　

原

末

　
　

治

十
散
の
片
と
な
っ
て
あ
る
。
併
し
も
と
四
個
の
器
を
た
し
た
こ

と
は
種
々
の
詣
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
以
下
其
の
一
々
を
年
代
順

に
拳
げ
よ
う
。

一

　

初
始
元
年
（
８
.
　
Ａ
.
Ｄ
.
）
漆
器

　

（
其
こ

破
碑
し
て
ゐ
る
。
器
形
は
盤
の
様
に
見
え
る
が
、
銘
文
か
ら
す

る
と
疑
問
か
お
る
。
醍
に
は
多
く
の
銘
あ
る
漆
器
と
同
じ
様
な

豊
麗
な
彩
書
が
あ
ひ
、
ロ
縁
に
は
金
銅
釦
を
加
へ
て
あ
る
。
銘

文
は
右
の
縁
の
外
側
に
刻
し
て
幸
に
全
文
を
遺
し
て
ゐ
る
。

　
　

乗
輿
燥
洞
蜀
書
絆
黄
耳
辞
。
容
一
升
。
初
始
元
年
。

　
　

供
工
ご
服
造
。
守
令
史
臣
鮭
。
撮
臣
慶
。
臣
涼
。
丞
臣

　
　

黎
。
令
臣
就
省
。

　

こ
ｘ
に
云
ふ
初
始
な
る
紀
年
は
王
莽
が
居
築
三
年
に
名
賓
共

に
漢
の
帝
位
を
纂
奪
し
た
際
立
て
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
西
紀
八
年
に
相
営
っ
て
ゐ
る
。
銘
の
膿
が
昭
和
六
年
秋
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小
泉
・
滞
雨
氏
硬
掘
に
係
る
石
巌
里
第
二
〇
一
琥
墳
か
ら
蒔
た

漆
盤
二
催
に
見
。
る
も
の
と
殆
ん
ど
同
一
で
あ
っ
て
、
僅
に
各
の

名
に
臣
字
を
加
へ
た
勘
が
逡
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
は
、
そ

れ
が
同
じ
年
に
作
ら
れ
た
鮎
か
ら
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

其
の
一
方
の
銘
文
中
に
は
慶
・
就
な
ど
本
器
に
見
る
と
同
一
名

ナ
ら
見
出
さ
れ
る
。

　

〔
１
　
照
〕

　

石
巌
里
第
二
〇
一
読
墳
出
土
漆
槃
（
三
復
原
銘

　
　

霖
洞
書
紆
銀
塗
釦
飯
槃
。
容
一
升
。
居
損
三
年
。
囮
国
冒

　
　

造
。
守
令
史
並
。
抹
慶
主
。
右
丞
口
令
就
省
。

二

　

初
始
元
年
（
８
.
　
Ａ
.
Ｄ
）
漆
器

　

（
其
二
）

前
者
と
同
じ
器
と
思
は
れ
る
。
但
し
破
損
多
く
、
銘
文
は
次
の

部
分
を
残
す
に
過
ぎ
な
い
。

　
　

（
上
映
）
エ
塗
釦
陣
部
一
升
。
初
殆
元
年
。
供
エ
。
’
服

　
　

造
。
守
令
史
臣
江
。
禄
…
（
下
映
）

　

二
者
共
に
器
名
を
記
し
た
宇
劃
が
明
で
な
く
、
吝
具
だ
け
で

は
憚
し
得
な
い
。

三

　

始
建
國
五
年
（
戸
卜
｛
｝
）
漆
耳
杯

金
銅
釦
の
耳
杯
で
あ
っ
て
、
銘
は
多
く
の
場
合
と
同
様
器
の
外

底
に
近
い
部
分
に
刻
し
て
あ
る
。
現
在
三
片
に
破
断
、
中
間
に

訣
損
し
た
部
分
は
あ
る
が
、
其
の
全
文
は
次
の
如
く
推
定
せ
ら

れ
る
。

　
　

始
建
國
五
年
。
子
同
郡
工
官
。
造
乗
輿
族
洞
垂
木
□

　
　

□
□
。
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
。
□
□
□
。
□
□

　
　

□
。
黄
耳
工
立
。
書
工
呂
。
洞
工
冊
。
清
工
昌
。
造
工

　
　

中
。
□
工
史
輔
。
宰
昔
。
守
丞
常
。
撮
忠
。
史
倉
。
掌
大

　
　

尹
播
。
威
徳
子
自
省
。

　

文
中
訣
損
し
た
部
分
の
字
数
の
推
測
は
、
楽
浪
石
巌
里
丙
墳

か
ら
出
た
耳
杯
に
あ
る
同
じ
年
と
見
る
べ
き
銘
文
に
抹
っ
た
。

而
し
て
其
の
文
か
ら
初
の
映
け
た
十
八
字
は
「
黄
耳
梧
。
容
一

升
十
六
爺
」
以
下
素
エ
・
録
工
主
工
等
の
名
を
録
し
た
も
の
で

あ
り
、
後
の
訣
け
た
一
宇
が
「
護
」
た
る
こ
と
略
ぽ
誤
り
な
か

ら
う
。
但
し
三
つ
の
工
人
の
名
は
、
同
じ
年
に
作
ら
れ
た
器
で

も
屋
逡
っ
て
ゐ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
は
丙
墳
の
銘

文
の
記
す
る
所
と
同
一
で
あ
っ
た
と
は
云
ひ
難
い
。
ち
な
み
に

右
の
丙
墳
か
ら
出
た
器
銘
は
上
下
の
一
部
分
が
訣
け
て
ゐ
る
の

を
、
小
場
恒
吉
氏
が
苦
心
し
て
や
う
や
く
「
國
五
年
」
な
る
文

宇
を
辿
り
王
莽
代
の
も
の
と
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
本
例
が
出

て
そ
れ
の
誤
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
、
ま
た
末
尾

の
訣
け
た
部
分
が
二
字
で
「
自
省
」
な
る
べ
き
こ
と
も
分
っ
た
。
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即
ち
二
器
は
互
に
排
補
し
得
た
わ
け
で
あ
る
。

　

〔
參
照
〕

　

丙
攬
斐
見
漆
耳
杯
復
原
銘

　
　

－
‐
‐
‐

　
　

匯
諸
國
五
年
。
子
同
郡
工
官
。
造
乗
輿
縁
洞
書
木
黄
耳

　
　

梧
。
容
一
升
十
六
箭
。
素
エ
ロ
。
蝶
工
豊
。
上
工
匝
。
黄
耳
エ
。

　
　

立
。
書
工
敷
。
洞
工
威
。
清
工
昌
。
造
工
成
。
護
工
史
輔
。
宰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
Ｉ

　
　

首
。
守
丞
ロ
。
後
忠
。
史
倉
。
掌
大
尹
播
。
威
徳
子
巨
匿

四

　

始
建
國
天
鳳
元
年
（
１
４
.
　
Ａ
.
Ｄ
）
漆
槃

華
麗
な
彩
書
の
あ
る
爽
貯
の
盤
で
あ
る
。
銘
文
は
多
く
の
場
合

と
同
じ
く
、
其
の
口
縁
の
背
部
に
刻
さ
れ
て
ゐ
る
。
器
は
破

碑
、
従
っ
て
文
も
三
片
に
切
れ
て
は
あ
る
が
、
幸
に
も
全
文
が

わ
か
る
。

　
　

始
建
國
天
鳳
元
年
。
成
都
郡
工
官
。
造
乗
輿
侯
洞
重

　
　

綜
黄
釦
飯
槃
。
容
一
升
。
駿
工
頑
。
上
工
護
。
黄
釦
工

　

ヽ
昌
。
重
工
就
。
洞
工
憲
。
清
工
印
。
造
工
宗
。
護
工
史

　
　

輔
。
宰
音
。
守
丞
戎
。
橡
忠
。
史
氾
。
掌
尹
城
。
械
里
附

　
　

城
訴
省
。

　

此
の
文
か
ら
新
た
に
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
く
楽
浪
石

巌
里
丙
墳
出
土
に
係
る
漆
盤
の
断
片
に
あ
る
銘
で
あ
る
。
文
は

二
個
の
断
片
に
の
こ
っ
て
ゐ
て
、
一
は
「
都
郡
工
官
。
‘
造
乗
輿

右

　

始
建
國
五
年
漆
耳
杯
銘
一
部

左
大
鳳
元
年
漆
器
銘
一
部
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奪
」
他
ぽ
「
史
輔
・
宰
昔
・
丞
令
。
橡
忠
。
史
欽
。
装
尹
成
。
綾
里
附

城
訴
省
」
と
あ
る
。
私
は
榔
の
、
「
銘
文
集
録
」
に
於
い
て
、
そ

の
後
者
が
上
記
の
「
國
五
年
」
の
器
銘
と
似
て
ゐ
る
所
か
ら
、

王
莽
代
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
右
と
年
紀
の
近
か
る
べ
き
を
推

し
た
の
で
あ
っ
た
が
（
同
論
文
二
七
項
）
、
該
推
定
は
本
器
に
依

っ
て
誤
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
銘
文
の
合
致
か
ら
新
た

に
始
建
國
天
鳳
元
年
作
器
の
断
片
と
新
た
に
想
定
し
得
る
の
を

よ
ろ
こ
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
新
た
に
知
っ
た
四
器
の
銘
文
は
す
べ
て
王
莽
時
代
の
も

の
で
、
初
の
二
つ
は
賓
に
未
知
の
資
料
に
。
属
し
、
後
の
二
者
ま
’

た
其
の
示
す
全
文
が
従
来
の
知
見
を
柿
ふ
所
の
多
い
黙
で
重
要

脱
す
べ
き
で
あ
る
。
い
奎
改
め
て
四
個
の
銘
文
を
省
み
る
に
、

前
後
両
者
の
間
に
文
の
長
短
並
に
醍
に
相
違
の
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
か
様
な
長
短
二
種
の
違
っ
た
銘
文
の
並
行
は
、
そ

の
直
前
の
時
代
に
も
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
既
知
の
漆
器
銘
の

示
す
所
で
あ
る
。
短
文
の
同
似
例
は
上
段
に
既
に
引
用
し
た
の

で
、
こ
ｘ
に
１
　
い
方
の
例
と
し
て
、
大
正
五
年
石
巌
里
第
九
装

墳
か
ら
出
た
漆
盤
の
文
を
阜
げ
る
。

　

居
啓
二
年
。
蜀
郡
西
エ
。
造
乗
輿
霖
洞
書
貯
黄
釦
果
槃
。
霖
エ

　

黄
。
上
工
廣
。
銅
釦
黄
塗
工
充
。
聳
工
廣
。
洞
工
豊
。
清
工
平
。
造

　

工
宜
造
。
護
工
卒
史
章
。
長
良
。
守
丞
互
。
操
親
。
守
令
史
巌
主
。

な
ほ
此
の
種
の
長
文
の
漆
器
銘
は
王
莽
代
の
前
後
を
通
じ
て
少

な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
「
銘
文
集
録
」
に
載
せ
た
如

く
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
官
エ
で
作
っ
た
帝
室
御
用
の
漆
器
銘
の

最
も
整
う
た
式
と
見
ら
れ
る
。

　

處
が
相
近
い
二
群
の
銘
文
を
比
較
す
る
と
、
其
の
長
文
の
方

に
於
い
て
王
莽
代
の
も
の
が
監
督
官
の
職
名
に
於
い
て
前
後
の

も
の
と
這
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
王
莽
が

新
政
に
営
っ
て
官
名
其
他
を
改
め
た
と
云
ふ
『
漢
書
』
の
記
載

を
裏
書
き
す
る
も
の
と
し
て
ぐ
殼
て
右
の
改
稀
が
此
の
種
の
エ

官
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
如
責
に
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
な
ほ
其
の
地
名
の
如
き
も
、
三
の
耳
杯
に
は
浄
濯
を

子
同
に
作
る
が
如
き
、
ま
た
師
古
が
王
莽
の
改
名
と
し
て
註
す

る
所
に
一
致
す
る
も
の
、
こ
れ
は
四
の
銘
か
ら
成
郡
に
エ
官
あ

る
を
註
す
る
こ
と
と
共
に
、
ま
た
師
古
の
そ
れ
の
躍
か
さ
を
示

す
も
の
と
せ
ら
れ
よ
う
。

　

此
の
四
個
の
漆
器
が
一
括
し
て
将
来
さ
れ
た
こ
と
や
、
ま
た

保
存
の
エ
。
合
等
か
ら
し
て
、
一
つ
の
墳
墓
か
ら
見
出
さ
れ
た
と

想
は
れ
る
が
、
か
様
に
年
代
の
相
接
し
た
漆
器
を
蔵
し
た
塚
の
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構
造
な
り
、
他
の
副
葬
品
が
如
何
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
正

確
な
こ
と
は
、
學
術
的
見
地
か
ら
吾
々
の
切
に
知
り
た
く
思
ふ

所
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
の
價
値
は
そ
れ
を
僕
っ
て
は
じ
め
て

仝
い
も
の
と
な
る
。
た
Ｖ
し
こ
れ
等
が
出
土
後
轄
々
し
て
古
物

商
の
手
に
あ
る
所
か
ら
す
る
と
、
今
日
か
Ｘ
る
知
見
を
望
む
の

は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
ら
う
。
總
督
府
が
賓
物
遺
跡
等
の
保
存

の
官
制
を
布
き
、
意
を
此
の
種
の
事
業
に
用
ひ
て
ゐ
る
朝
鮮
に

於
い
て
、
木
諸
例
の
如
き
重
要
な
遺
物
の
腿
見
が
公
に
報
告
さ

れ
る
に
至
ら
す
、
一
の
游
離
し
去
っ
た
も
の
と
た
っ
て
民
間
に

現
は
れ
る
こ
と
を
見
出
す
に
っ
け
、
吾
々
は
遺
跡
の
盗
掘
、
遺

物
の
私
何
喪
の
妨
止
の
如
何
に
困
難
な
る
か
を
思
は
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

（
昭
和
十
三
年
一
月
廿
二
日
稿
）

〔
追
記
〕

　
　

本
文
を
書
い
て
か
ら
数
日
の
後
、
平
壌
在
住
の
田
窪
員
吾

　

君
か
ら
、
更
に
同
時
の
出
土
と
思
は
れ
る
銘
文
あ
る
漆
器
に

　

就
い
て
の
報
告
を
受
け
た
。
そ
れ
は
三
に
阜
げ
た
始
建
國
五

　

年
の
漆
杯
と
共
存
し
た
と
傅
へ
る
漆
盤
で
あ
っ
て
、
破
砕
し

　

た
残
訣
で
あ
る
が
、
文
は
金
銅
釦
の
突
縁
の
裏
側
に
刻
さ
れ

　

た
こ
と
他
と
愛
り
が
な
い
。
架
浪
貌
金
聖
道
氏
の
寫
す
と
こ

ろ
、
現
存
す
る
文
字
は
一
片
に

　

［
‥
‥
郡
西
工
。
造
乗
輿
燥
書
佇
黄
釦
飯
Ｄ
□
口
□
。

他
片
に
は

　

洞
。
工
豊
。
清
工
１
　
。
造
工
９
　
造
。
護
工
卒
史
章
。
長

　

良
。
守
丞
亘
。
橡
親
。
守
令
史
鼓
主
。

と
あ
る
。
不
幸
紀
年
の
部
分
は
失
は
れ
て
ゐ
る
が
、
右
の
文

か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
本
文
に
引
用
し
た
石
崖
里
第
九
鏡
墳

出
土
に
係
る
居
撮
三
年
の
漆
盤
銘
と
殆
ん
ど
鍵
り
が
た
い
。

で
、
同
年
の
も
の
と
見
て
誤
り
は
な
か
ら
う
。
居
損
三
年
が

初
始
元
年
に
営
る
こ
と
は
既
に
記
し
た
。
此
の
新
出
の
貸
料

ま
た
本
文
記
す
る
四
種
と
同
じ
時
代
に
属
す
る
も
の
に
外
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
月
廿
七
日
）
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